
預 金  

借 用 金  

外 国 為 替  

社 債  

新株予約権付社債 

そ の 他 負 債  

退職給付引当金 

役員退職慰労引当金 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾  

負 債 の 部 合 計  

資 本 金  

資 本 剰 余 金  

 

 

利 益 剰 余 金  

 

 

 

 

 

自 己 株 式  

株 主 資 本 合 計  

その他有価証券評価差額金 

繰延ヘッジ損益  

土地再評価差額金 

評価・換算差額等合計 

純資産の部合計 

負債及び純資産の部合計 

単位：百万円 

中間貸借対照表 
資産の部 
運用しているお金の記録 

単位：百万円 

負債及び純資産の部 
 
 
お預かりしたり、調達したお金の記録と株主の皆
さまから受けた出資金や利益の積立てなどの記録 

科　　目 
第88期中 

（平成19年9月30日現在） 

金　額 金　額 

現 金 預 け 金  

コ ー ル ロ ー ン  

買 入 金 銭 債 権  

商 品 有 価 証 券  

有 価 証 券  

貸 出 金  

外 国 為 替  

そ の 他 資 産  

有 形 固 定 資 産  

無 形 固 定 資 産  

繰 延 税 金 資 産  

支 払 承 諾 見 返  

貸 倒 引 当 金  

資 産 の 部 合 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 本 準 備 金  

その他資本剰余金 

 

利 益 準 備 金  

その他利益剰余金 

退職慰労積立金 

別途積立金 

繰越利益剰余金 

 

 

26,366 
33,000 

0 
133 

126,517 
443,175
206 
1,999 
8,600 
377 
5,379 
9,065 

△3,930 
650,892

第87期中 
（平成18年9月30日現在） 科　　目 

第88期中 
（平成19年9月30日現在） 

金　額 金　額 

第87期中 
（平成18年9月30日現在） 

28,325 
50,100 
500 
76 

113,834 
438,470 
190 
1,999 
8,388 
371 
5,291 
10,283 
△4,299 
653,532

610,223 
1,533 
0 

1,200 
― 

1,701 
2,434 
129 
1,291 
9,065 

627,579 
8,233 
6,162 
6,154 
8 

8,527 
1,946 
6,580 
― 

4,862 
1,717 

△51 
22,871 

△1,241 
― 

1,683 
441 

23,313 
650,892

611,967 
1,537 
0 

1,200 
2,000 
1,151 
2,411 
― 

1,291 
10,283 
631,843 
7,231 
5,165 
5,156 
8 

7,955 
1,856 
6,098 
149 
4,713 
1,235 

△41 
20,309 

△303 
0 

1,683 
1,379 
21,689 
653,532

証券取引法第193条の2の規定又は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明 
　当行は、第87期中（自 平成18年4月1日　至 平成18年9月30日）の中間財務諸表については証券取引法第193条の2の
規定に基づき、また、第88期中（自 平成19年4月1日　至 平成19年9月30日）の中間財務諸表については金融商品取引法
第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人の監査証明を受けております。 

現金及び他の銀行
等へ預けたお金 

コール市場で他の
銀行に貸したお金 

先払いした将来負
担すべき税金 

企業や個人にご融
資した額 

国債などに投資した
額 

お客様への販売用に 
保有した国債など 

保証債務に対する
求償権 

将来予想される貸倒に
備えるための引当金 

お預かりしているお金 

他の銀行等から借り
たお金 

株式に転換できる権
利がある債券 

株主より資本金とし
て払い込まれたお金 

有価証券の評価損
益から税金相当額を 
控除した額 

内部留保額 

通常の営業活動以
外の資本取引によっ
て生じた法定準備金 

当行が発行した債券 

行員の退職金支払に
備えるための引当金 

役員の退職金支払に
備えるための引当金 

債務の保証 
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中間財務諸表 中間財務諸表 
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経 常 収 益  
資 金 運 用 収 益  
（う ち 貸 出 金 利 息 ） 
（うち有価証券利息配当金） 
役 務 取 引 等 収 益  
そ の 他 業 務 収 益  
そ の 他 経 常 収 益  
経 常 費 用  
資 金 調 達 費 用  
（ う ち 預 金 利 息 ） 
役 務 取 引 等 費 用  
そ の 他 業 務 費 用  
営 業 経 費  
そ の 他 経 常 費 用  
経 常 利 益  
特 別 利 益  
特 別 損 失  
税 引 前 中 間 純 利 益  
法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税  
法 人 税 等 調 整 額  
中 間 純 利 益  

科　　目 

第88期中 
自　平成19年4月1日 
至　平成19年9月30日 

金　額 金　額 

第87期中 
自　平成18年4月1日 
至　平成18年9月30日 

7,110 
5,783 
（5,099） 
（　511） 
1,045 
106 
173 
6,362 
394 

（　249） 
483 
120 
4,709 
655 
747 
52 
27 
771 
9 

307 
454

貸出金や保有している
国債などからの利息 

手数料によって得た収入 

債券や外国為替の
取扱で得た収入 

手数料として支払った費用 

反復的に発生する
ことのない利益 

反復的に発生する
ことのない損失 

将来負担すべき税金の調整額 

債券等を売買・償還し
た時に発生した損失 

給与、土地建物の賃借料、
税金等に支払ったお金 

預金の利息や他の金融
機関から借りた資金の
利息として支払った額 

株式の売却益など 

税金を負担した分 

期中の最終利益 

企業本来の利益 

 

科　　目 

金　額 金　額 

給 料 ・ 手 当  
退 職 給 付 費 用  
福 利 厚 生 費  
減 価 償 却 費  
土地建物機械賃借料 
営 繕 費  
消 耗 品 費  
給 水 光 熱 費  
旅 費  
通 信 費  
広 告 宣 伝 費  
租 税 公 課  
そ の 他  

計 

1,716 
112 
20 
275 
194 
16 
121 
48 
22 
133 
76 
279 
1,591 
4,608

第88期中 
自　平成19年4月1日 
至　平成19年9月30日 

1,731 
136 
21 
232 
209 
14 
77 
49 
24 
127 
88 
273 
1,721 
4,709

第87期中 
自　平成18年4月1日 
至　平成18年9月30日 

（注）　平成19年6月の定時株主総会における決議項目であります。 

資本金 資本 
準備金 

その他 
資本剰余金 

資本剰余金 

その他利益剰余金 

利益剰余金 

株主資本 評価・換算差額等 

利益 
準備金 

自己株式 株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 退職慰労 

積立金 別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

 
 
剰 余 金 の 配 当 （ 注 ） 
中 間 純 利 金  
自 己 株 式 の 取 得  
自 己 株 式 の 処 分  
退 職 慰 労 積 立 金 の 取 崩（ 注 ） 
別 途 積 立 金 の 積 立（ 注 ） 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 会 計  
期 間 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） 

平 成 1 9 年 3 月 3 1 日 残 高  
中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額  
 
 
 
 
 
 
 
 
中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計  
平 成 1 9 年 9 月 3 0 日 残 高  

8,233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 

8,233

6,154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 

6,154

8 
 
 
 
 

△0 
 
 
 
 

△0 
8

1,899 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 

47 
1,946

149 
 
 
 
 
 

△149 
 

  
△149 
－ 

4,713 
 
 
 
 
 
 

149 

  
149 
4,862

1,355 
 

△284 
645 
 
 
 
 

  
361 
1,717

△47 
 
 
 

△5 
1 
 
 

  
△3 
△51

22,466 
 

△237 
645 
△5 
1 

△149 
149 

  
404 

22,871

△602 
 
 
 
 
 
 
 

△639  

△639 
△1,241

△1 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
1 
－ 

1,683 
 
 
 
 
 
 
 

－
 
 － 

1,683

7,934 
6,253 
（5,470） 
（　607） 
1,150 
98 
431 
6,786 
892 

（　827） 
506 
121 
4,608 
657 
1,148 
110 
17 

1,241 
144 
451 
645
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単位：百万円 決算期間中の収支の記録 

中間損益計算書 

単位：百万円 決算期間中の営業経費の内訳 

営業経費の内訳 

単位：百万円 第88期中　（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日） 

（注）　平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

資本金 資本 
準備金 

その他 
資本剰余金 

資本剰余金 

その他利益剰余金 

利益剰余金 

株主資本 評価・換算差額等 

利益 
準備金 

自己株式 株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 退職慰労 

積立金 別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

 
 
新 株 の 発 行  
剰 余 金 の 配 当 （ 注 ） 
中 間 純 利 金  
自 己 株 式 の 取 得  
自 己 株 式 の 処 分  
退職慰労積立金の積立（注） 
退 職 慰 労 積 立 金 の 取 崩  
別 途 積 立 金 の 積 立（ 注 ） 
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩  
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 中 間 会 計  
期 間 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） 

平 成 1 8 年 3 月 3 1 日 残 高  
中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中 間 会 計 期 間 中 の 変 動 額 合 計  
平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 残 高  

6,828 
 

402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

402 
7,231

4,759 
 

397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

397 
5,156

8 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
8

1,815 
 
 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
1,856

130 
 
 
 
 
 
 

30 
△10 

 
  
 

19 
149

4,463 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 

 
  

250 
4,713

1,292 
 
 

△244 
454 
 
 

△30 
10 

△250 
2 
 
 

△56 
1,235

△37 
 
 
 
 

△5 
0 
 
 
 
 

  
△4 
△41

19,260 
 

800 
△203 
454 
△5 
1 
 
 
 
2
  
 

1,049 
20,309

△593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

289
 
 

289 
△303

－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
 
0 
0

1,685 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

△2
 
 

△2 
1,683
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第87期中　（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日） 

単位：百万円 中間株主資本等変動計算書 
中間貸借対照表の「純資産の部」の変動事由と変動額の記録 



　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等に
ついては、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可
能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債
権額から直接減額しており、その金額は7，202百万円であります。 

（追加情報） 
　当中間会計期間より、要注意先債権のうち貸出条件緩和債権等
について貸倒引当金の計上方法を変更しております。従来、債権
額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除し、その残額について過去の一定期間における貸倒実績から
算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりましたが、当中間会
計期間から、要注意先債権に相当する債権についての引当方法と
同様の方法に変更しております。この変更は、個別債権の毀損の
貸倒実績率及び引当金への過大な影響を排除し、より合理的な見
積りを行うためであります。この変更により、従来の方法によっ
た場合に比べ貸倒引当金繰入額は207百万円減少し、経常利益及
び税引前中間純利益は同額増加しております。 
（2） 退職給付引当金 
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計
上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以
下のとおりであります。 
　数理計算上の差異：各発生年度の従業員の平均残存勤務期
　　　　　　　　　 間内の一定の年数（5年）による定額法に
　　　　　　　　　 より按分した額を、それぞれ発生の翌事
　　　　　　　　　　業年度から費用処理 

（3） 役員退職慰労引当金 
　役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備える
ため、役員退職慰労金規定に基づく当中間会計期間末におけ
る必要額を計上しております。 

（追加情報） 
　役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりま
したが、前事業年度の下期において、役員退職慰労金規定に基づ
く事業年度末における必要額を役員退職慰労引当金として計上
する方法に変更しております。 
　前中間会計期間において変更後の方法によった場合には、営
業経費は13百万円増加し、経常利益は同額減少となり、税引前中
間純利益は過年度発生額145百万円を特別損失に計上すること
により158百万円減少します。 

6．　外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
　外貨建資産及び負債は、主として中間決算日の為替相場によ
る円換算額を付しております。 

7．　リース取引の処理方法 
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外
のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に準
じた会計処理によっております。 

8．　ヘッジ会計の方法 
　為替変動リスク・ヘッジ 
　外貨建金融資産･負債から生じる為替変動リスクに対するヘ
ッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に
関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
監査委員会報告第25号）に規定する繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等
の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び
為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨
建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額
が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し
ております。 
　なお、一部の資産･負債については、金利スワップの特例処理
を行っております。 

9．　消費税等の会計処理 
　消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、
税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対
象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。 

 
注記事項（第88期中） 
（中間貸借対照表関係） 
１．　関係会社の株式総額   3百万円 
２． 貸出金のうち、破綻先債権額は1,532百万円、延滞債権額は
13,842百万円であります。 

　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当

重要な会計方針（第88期中） 
1．　商品有価証券の評価基準及び評価方法 
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により
算定）により行っております。 

2．　有価証券の評価基準及び評価方法 
　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均
法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式に
ついては移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価
のあるものについては、中間決算日の市場価格等に基づく時価
法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないも
のについては、移動平均法による原価法又は償却原価法により
行っております。 
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入
法により処理しております。 

3．　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．　固定資産の減価償却の方法 
（1） 有形固定資産 
　有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得
した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、
年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

　　　　建　物　　9年～30年 
　　　　動　産　　3年～20年 
（会計方針の変更） 
　平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した
有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法に
より減価償却費を計上しております。この変更により、従来の方
法によった場合に比べ営業経費は４百万円増加し、経常利益及び
税引前中間純利益は同額減少しております。従来、建物の減価償
却については、税法限度額の160％を減価償却額とする方法で行
っておりましたが、平成19年度税制改正に伴い、法定耐用年数で
備忘価額までの償却が可能となったことにより、税法限度額の
100％を減価償却額とする方法に変更しております。この変更に
よる中間貸借対照表等に与える影響は軽微であります。 
（追加情報） 
　当中間会計期間より、平成19年３月31日以前に取得した有形固
定資産については、償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年
度以後、残存簿価を備忘価額まで５年間で均等償却する方法に変
更しており、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上して
おります。この変更により、従来の方法によった場合に比べ営業
経費は18百万円増加し、経常利益及び税引前中間純利益は同額減
少しております。 
（2） 無形固定資産 
　　無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。
　　なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利
　用可能期間（5年）に基づいて償却しております。 

5．　引当金の計上基準 
（1） 貸倒引当金 
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の
とおり計上しております。 
　「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証
並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日
本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定
する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、
過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実
績率等に基づき計上しております。また、現在は経営破綻の状
況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
うち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を
計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が
発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及び
それと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）
に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直
接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部
署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署
が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の
引当を行っております。 
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期間継続していることその他の事由により元本又は利息の
取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上
しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未
収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40
年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先
債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利
息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．　貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は379百万円であります。 
　なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支
払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び
延滞債権に該当しないものであります。 

４．　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,390百万円であります。 
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しな
いものであります。 

５．　破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条
件緩和債権額の合計額は20,145百万円であります。 
　なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金
額であります。 

６． 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号）に基づき金融取引として処理しております。こ
れにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）
担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、
その額面金額は5,969百万円であります。 

７．　担保に供している資産は次のとおりであります。 
　担保に供している資産 
　　有価証券　　4,653百万円 
　　現金　　　　　  6百万円 
　担保資産に対応する債務 
　　預金　　　　3,226百万円 
　上記のほか、為替決済、手形交換等の取引の担保として、有価
証券21,858百万円を差し入れております。 
　また、その他資産のうち保証金は43百万円、敷金は16百万円であります。 

８．　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、
顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定され
た条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付
けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未
実行残高は、156,027百万円であります。このうち契約残存期間
が1年以内のものが149,836百万円あります。 
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもの
であるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来の
キャッシュ･フローに影響を与えるものではありません。これら
の契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当
の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられ
ております。また、契約時において必要に応じて不動産･有価証
券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている
行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の
見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

９．　土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）
に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、
当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」
として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差
額金」として純資産の部に計上しております。 
　再評価を行った年月日　平成11年3月31日 
　同法律第3条第3項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布
政令第119号）第2条第4号に定める地価税法に基づいて、（奥
行価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正による補正
等）合理的な調整を行って算出。 

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当中
間会計期間末における時価の合計額と当該事業用土地の再
評価後の帳簿価額の合計額との差額　　　2,195百万円 

10．　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 9,129百万円 
11．　有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　 　　  502百万円 
　（当中間会計期間圧縮記帳額　　　   　　　   －百万円） 

12．　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特
約が付された劣後特約付借入金1,500百万円が含まれております。 

13．　社債は、劣後特約付社債であります。 
14．　有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法
第2条第3項）による社債に対する当行の保証債務の額は965百万
円であります。 

　　 なお、当該保証債務に係る支払承諾及び支払承諾見返につい
ては、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が「銀
行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第38号平
成19年4月17日）により改正されたことに伴い、相殺しております。 

　　 前中間会計期間において上記相殺を行った場合には、前中間会計期
間末の支払承諾及び支払承諾見返はそれぞれ740百万円減少します。 

15．  取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対
する金銭債権総額　　　　　23百万円 

 
（中間損益計算書関係） 
１．　減価償却実施額は下記のとおりであります。 
 　　有形固定資産　　　206百万円 
 　　 無形固定資産　　　  69百万円 
２．　その他経常費用には、貸出金償却223百万円及び貸倒引当金
繰入額218百万円を含んでおります。 

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加24千株は、単元未満株式
の買取りによる増加であります。 
  普通株式の自己株式の株式数の減少6千株は、単元未満株式の
売渡請求を受けた売渡による減少であります。 

 
（リース取引関係） 
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の
ファイナンス･リース取引 
（借手側） 
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失
累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額 
　取得価額相当額 
　　動産 314百万円 
　減価償却累計額相当額 
　　動産 203百万円 
　中間会計期間末残高相当額 
　　動産 111百万円 
・未経過リース料中間会計期間末残高相当額 
　　１年内 60百万円 
　　１年超 56百万円 
　　合計 116百万円 
・リース資産減損勘定の中間会計期間末残高 
 －百万円 
・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、
支払利息相当額及び減損損失 
　　支払リース料 34百万円 
　　減価償却費相当額 30百万円 
　　支払利息相当額   2百万円 
・ 減価償却費相当額の算定方法 
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

・ 利息相当額の算定方法 
　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相
当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 

（減損損失について） 
リース資産に配分された減損損失はありません。 
 

（有価証券関係） 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
　　該当ありません。 

前事業年度末 
株式数 
（千株） 

当中間会計期間 
増加株式数 
（千株） 

当中間会計期間 
減少株式数 
（千株） 

当中間会計期間 
末株式数 
（千株） 

摘　要 

自己株式 

普通株式 

合　　計 

 
203 
203

 
24 
24

 
6 
6

 
221 
221

 
（注） 
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